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⑯ 
地域協働専攻 

地域政策グループ 

地域プロジェクト （令和3年度前期～令和3年度後期）  

子どもを対象にした法教育プロジェクト 

【メンバー】 [学   生 ] 長岡 旭/織田 和奏/猪狩 真央/渡邊 晴生/穴澤 瑛 

平野 達也/関下 陽華/釜本 慎之輔/酒井 雅弥/羽川 彩乃 

[担当教員] 伊藤 泰/金 鉉善 

 

【背景】 

グローバル化に伴い多くの人と接する機会が増えたことにより、円滑な人間関係および交流関係を築き上

げていくために必要となる様々な「きまり」及び法への理解を深めるとともに、一人でも多くの人に法的なもの

の考え方を認識させる。 

 

【目的】 

「法」というものが身近な存在である、という認識を「人形劇」を通して幼少の頃から身に付けさせる。なお、

今回はより内容が分かりやすいものとなるように、子ども達にとって身近なトラブルの一つである「モノの貸し

借りによるトラブル」をテーマとした。 

 

【概要】 

はじめに我々が法の理解を行い、その上で子ども達が分かりやすいようにできるだけセリフや言い回しを簡

単なものとするように心がけてシナリオを作成した。その後は実際に蔦屋書店のキッズパークにて未就学児を

対象に人形劇を行い「法」が身近な存在であるということ、及び「法」そのものに対する理解の定着を図った。 

 

 【プロセスと成果】 

  

プロセスに関して、実際に我々がまず法そのものを学習し理解を深め、学習したことを踏まえつつ子ども達

にとって身近な事例を考えシナリオ及び台本の作成に繋げた。また、劇の練習の際には子ども達にとって聞き

取りやすい発音やスピードを意識することを心がけた。さらに、以前当プロジェクトに参加していた先輩からの

アドバイスを参考にしつつ、劇のクオリティーの向上を図った。 

 

成果に関しては、1回目の発表では｢子ども達と関わる人が少なく､質問をしても参加してくれる子が

少ない｣等の課題が見受けられた。そこで｢子ども達が興味を抱くために様々な動物の人形を用いる｣｢台

本を短く､かつシンプルなものにして子ども達が飽きないようにする｣といった改善を行った。結果、2

回目は劇に反応してくれる子どもも増え、また積極的に子どもと会話を行うことができた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【テーマ決め】 【蔦屋書店にて】 
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【総括と反省・今後の課題】 

 

活動の総括および反省として、｢大まかなスケジュールを立て、それに沿った活動を行うことができた｣と評

価できる。この背景にはどのように進めていくか、またどのように発表を行うかといったことを全員できちんと話

し合い、情報の共有･確認を怠らなかったということが挙げられる。 

 

前期の活動においてはシナリオ、台本及び小道具の作成が中心であったが、細部まで丁寧に作成を行うこ

とができた。後期は劇の練習が中心となったが、それぞれの役をこなしつつ子ども達に分かりやすいような劇

の作成に向け取り組むことができた。 

【地域からの評価】 

 

・｢法教育はどうしても硬い印象になってしまいがちだ

と思うが、小さい頃から触れておくべき項目でもあ

ると思う。人形劇を通して法教育を行うというのは

画期的だと思った。｣ 

・｢何を使って伝えれば子供の目を惹くのか、きちんと

考えていると感じた。議題自体は小さな子供が興

味を持ちにくいものであるため、工夫が大切だが工

夫をきちんとしていたため、子供の関心を惹きつけ

ることに成功していて素晴らしかった。｣ 

・｢私たちのような学生でもあまり身近に感じられない

法律に関して、子供たちに絵本を通して身近に感

じてもらうという活動は、簡単では無いと思います

が非常にやりがいと意義のある活動だと感じまし

た。法律の内容も民法に絞り、子供たちの身の周

りで起こりうるものの法を選んでいたので、より子

供たちも創造しやすかったと思います。｣ 

・｢法教育というと大人にとっても難しいイメージがあっ

たが、身近な例を用いて子供にも分かりやすく説

明するのがすごいと思った。また、教える立場にな

ることで自分たちも法についての理解が深まるの

が良いと思った。｣ 

・｢人形劇など、子どもにとってわかりやすいような形

で子どもに法律を教えていた点がよかったと思っ

た。また、子どもたちが食いつくような工夫がなされ

ていたり、話し方といった聞き手(子ども)のことをよ

く考えていた点が良かったと感じた。｣ 

・｢子どもへの法教育という難しい課題について、実際

に子ども間でも起こり得るモノの貸し借りによるトラ

ブルを題材として劇を行うというプロセスで進めて

おり、子どものことをよく考えて活動をしていると感

じました。｣ 

・｢子どもに法というのは、早いなと思ったけどこのプ

ロジェクトのように優しくして教えられると、子どもの

うちから身近に感じられ、将来大人になった時にそ

の経験が活きるなと思った。｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

 

年間スケジュール 
前期 4月23日 第 1回 「法教育の説明」 

4月26日 第 2回 「テーマ決め」 

5月14日 第 3回 「テーマ決め」 

5月21日 第 4回 「台本の作成(リモート)」 

5月28日 第 5回 ｢台本の作成(リモート)｣ 

6月18日 第 6回 ｢台本の作成(リモート)｣ 

6月25日 第 7回 ｢台本･小道具作り(対面)｣ 

7月 2日 第 8回 ｢台本･小道具作り(対面)｣ 

7月 9日 第 9回 ｢台本･小道具作り(対面)｣ 

7月16日 第10回 ｢台本･小道具作り(対面)｣ 

7月23日 第11回 ｢台本･小道具作り(対面)｣ 

7月30日 第12回 ｢台本･小道具作り(対面)｣ 

8月 1日 第13回 「中間発表」 

後期 10月 7日 第 1回 「打ち合わせ(LINE)」 

10月13日 第 2回 「打ち合わせ(LINE)」 

10月20日 第 3回 「劇の練習(対面)」 

10月27日 第 4回 「劇の練習(対面)」 

10月29日 第 5回 「劇の練習(対面)」 

11月 5日 第 6回 「劇の練習(対面)」 

11月10日 第 7回 「劇の練習(対面)」 

11月12日 第 8回 「劇の練習(対面)」 

11月17日 第 9回 「劇の練習(対面)」 

11月19日 第10回 「劇の練習(対面)」 

11月24日 第11回 「劇の練習(対面)」 

11月26日 第12回 「劇の練習(対面)」 

11月27日 第13回 ｢蔦屋本番1回目｣ 

12月 1日 第14回 「反省･劇の練習(対面)」 

12月 8日 第15回 「劇の練習(対面)」 

12月15日 第16回 「劇の練習(対面)」 

12月18日 第17回 ｢蔦屋本番2回目｣ 

12月22日 第18回 ｢反省･劇の練習(対面)｣ 

1月12日 第19回 ｢劇の練習(対面)｣ 

 

 
 

 

 


